
施 設 名

所管部・課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

公の施設【基本情報】

新潟市白根高齢者能力活用センター条例，新潟市白根高齢者能力活用センター条例施行規則

新潟市白根高齢者能力活用センター

南区役所健康福祉課

新潟市南区上下諏訪木１２番地１

介護予防の場としての役割を兼ね備えたコミュニティ施設として，地域コミュニティ推進のための幅広い活用を図る。

施 設 概 要

木造平屋建
建築面積　１３０．２６㎡
延床面積　１２７．８４㎡
各室面積　庭園の間（８畳）　１３．２５㎡
　　　　　　　水屋　　　　　　　　８．２８㎡
　　　　　　　大凧の間１，大凧の間２（各１２畳）　３９．７５㎡

施 設 の 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

要介護状態になることを予防するための事業，高齢者の健康増進のための事業，
介護知識及び介護予防の普及を図るための事業，並びに趣味活動の場として設置。


